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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 (1) 職員数（各年 4月 1日現在） 

区分 

職員数 

主な増減理由 

令和４年 令和５年 増減数 

消防職員 353人 352人   －1人 再任用職員の減

による 
 うち女性職員  16人  16人  0人 

（注）他の地方公共団体へ派遣している職員及び再任用職員を含む。 

 

(2) 職員採用試験の状況（令和４年度消防職員採用候補者試験） 

試験区分 募集人数 申込者 受験者 

最終合格者 

※採用候補者名簿

登録者 

採用者 

大学卒 

5名程度 

41人 36人 9人 8人 

短大・高校卒 33人 31人 1人 1人 

合計  74人 67人 10人 9人 

 

 (3) 職員の採用状況（令和４年４月１日採用） 

採用区分 

職種区分 
採用試験 

人事交流に

よる採用 
合計 

消防吏員 13人 0人 13人 

 

 (4) 職員の退職状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

退職区分 

職種区分 
定年退職 

自己都合 

退職 
勧奨退職 死亡退職 合計 

消防吏員 4人 4人 0人 2人 10人 

 

２ 職員の人事評価の状況 

  (1) 人事評価比率                                                     

評価 S A B C D 

評価割合 0.0％ 0.9％ 98.2％ 0.3％ 0.6％ 
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(2) 人事評価の概要 

    業績、執務態度、能力を評価し、昇格、昇給等の人事管理及び勤勉手当の成績

率の決定等の基礎資料にしている。 

制度の概要  業績、態度、能力の３つの領域で評価を行い、この評価を

総合して最終評価を決定する。最終評価はＳからＤまでの５

段階で評価する。 

Ｓ：極めて良好である Ａ：特に良好である 

Ｂ：良好である    Ｃ：やや良好でない 

Ｄ：良好でない 

評価の信頼度を向上させるため複数の評価者で評価する。 

評価区分 管理職、監督職、一般職 

対象者 全職員（以下の者は除く。） 

・非常勤職員 

・派遣受入れ職員、休職、病気休暇等により公平な評価が

実施困難な職員 

評価期間、基準日 評価期間 

 令和４年４月１日から令和５年３月３１日 

基準日 

 令和５年１月１日 

評価結果の反映 決定した評語に応じて次のように昇給及び給与に反映して

いる。 

１ 令和５年４月１日の昇給号給数（基準日） 

勤務成績 ５４歳以下 ５５歳以上 

S（極めて良好） ８ ２ 

A（特に良好） ６ １ 

B（良好） 

 

４ 

管理職は３ 
０ 

C（やや良好でな

い） 

２ ０ 

D（良好でない） ０ ０ 

２ 勤勉手当 

  評語に応じ、令和５年度支給の勤勉手当の標準の成績率

に特定管理職員は４%から△４%までを、特定管理職員以

外の職員は２%から△２%までを乗じる。 
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３ 職員の給与の状況 

 (1) 人件費の状況（令和４年度） 

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B／A） 
令和３年度 

人件費率 

3,976,644,845円 2,885,629,886円 72.6% 74.8% 

  

(2) 職員の平均給料月額及び平均年齢（令和４年４月１日現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

307,953円 395,821 円 40.12歳 

（注）１ 平均給料月額とは、令和４年４月１日現在における職員の基本給を平均したもので

す。 

   ２ 平均給与月額とは、令和４年４月１日現在における給料月額と扶養手当、住居手

当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計し、平均したものです。 

 

 (3) 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 初任給 
採用２年目経過日 

給料額 

大学卒 188,700円 201,200円 

（注）勤務成績は、良好と仮定 

 

 (4) 経験年数・学歴別平均給料月額（令和４年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

大学卒 269,922円 326,733円 363,617円 

短大卒 278,800円 307,033円 － 

高校卒 － 283,700円 － 

（注）各経験年数対象職員の平均給料月額を記載 
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 (5) 職員の級別職員数と構成比（令和４年４月１日現在） 

職務の級 職務 職員数 構成比 

１級 係員の職務 39人 11.7％ 

２級 
相当の知識又は経験を必要とする業務

を行う係員の職務 
41人 12.3％ 

３級 
主任及び高度の知識又は経験を必要と

する業務を行う係員の職務 
68人 20.4％ 

４級 係長及び主査の職務 71人 21.3% 

５級 課長補佐の職務 53人 15.9％ 

６級 
専門監、指揮監、副署長、室長、主

幹、消防署の課長及び出張所長の職務 
50人 15.0％ 

７級 
消防本部の課長、隊長及び消防署長の

職務 
7人 2.1％ 

８級 消防長、参事及び次長の職務 5人 1.5％ 

合計 334人 100％ 

※割合(％)は小数点第一位以下で調整しているため項目を合計しても 100％にはなりません。 

 

(6) 職員の手当の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 内容 

期末手当 

勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当 

6月期 1.20月分 1.00月分 

12月期 1.20月分 1.00月分 

計 2.40月分 2.00月分 

※ 職制上の段階、職務の級等による加算措置有り。 

退職手当 

 自己都合 定年・勧奨 

勤続 20年 19.6695 24.586875 

勤続 25年 28.0395 33.270750 

勤続 35年 39.7575 47.709000 

最高限度額 47.7090 47.709000 

※ 定年前早期退職特例措置 2％～45％加算 
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特殊勤務 

手当 

職員全員に占める手当支給職員 

の割合 
72.5％ 

支給対象職員 1人当たり 

平均支給年額 

（令和４年度支給額） 

69,788円 

手当の種類（手当数） 1 

手当の名称 出動手当 

時間外 

勤務手当 

支給総額 

（夜間勤務手当を含む。） 
110,318,674円 

職員１人当たり平均支給年額 

（夜間勤務手当を含む。） 
641,762円 

扶養手当 

配偶者                                                  6,500円 

満 22歳の年度末までの間にある子              1人につき 10,000円 

上記以外の扶養親族                            1人につき 6,500円 

満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末までの間にある子 

                     1人につき 5,000円加算 

住居手当 
借家・借間の場合（家賃月額 16,000円を超える場合に限る） 

              家賃の額に応じ 28,000円を限度に支給 

通勤手当 
自動車等使用者（2ｋｍ以上（片道）の使用者に対し支給） 

距離に応じ月額 2,000円から 24,400円を支給 

 

 (7) 特別職の報酬（令和５年４月１日現在） 

区分 報酬の額 

管理者 年額 75,000円 

副管理者 年額 60,000円 

議長 年額 45,000円 

副議長 年額 45,000円 

議員 年額 45,000円 

監査委員 

（識見を有する者の中から選任） 
月額 9,000円 



6 

 

監査委員 

（議会の議員の中から選任） 
月額 4,500円 

情報公開審査会委員 

日額 7,000円 

ただし、管理者が特に必要と認めた場合

は、日額 20,000円以内において調整する

ことができる。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 勤務時間・休日 

勤務の区分 毎日勤務者 交替制勤務者 

勤務時間 

午前 8時 30分から午後 5

時 15分までの 7時間 45

分（休憩時間を除く。） 

午前 8時 30分から翌日の午前 8時 30

分までの 15時間 30分 

（休憩、仮眠時間を除く。） 

（3週間を平均して 1週間当たり 38時

間 45分勤務） 

休憩時間 正午から午後 1時まで 

正午から午後 1時まで 

午後 5時 15分から午後 6時 15分まで 

午後 9時 30分から午後 10時まで 

上記のほか仮眠時間 6時間が割り振ら

れています。 

週休日 日曜日及び土曜日 3週間につき 6日 

休日 
祝日法による休日 

年末年始（12月 29日から翌年 1月 3日まで） 

 

 (2) 休暇制度 

休暇名 付与日数 内容 

 

有 

給 

休 

暇 

 

 

年次有給 

休暇 
1年につき 20日間 

・年の中途で採用された者は採用月に

応じて付与する。 

・翌年に限り 20日を限度として繰越

可。 

病気休暇 

必要と認められる

期間（90 日以内有

給） 

・負傷、疾病のため療養する必要があ

り、勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合の休暇 
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有 

給 

休 

暇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別休暇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要と認められる 

期間 

・選挙権その他公民としての権利を行

使する場合 

・裁判員、証人、鑑定人及び参考人等

として他官公署へ出頭する場合 

・骨髄移植のための骨髄若しくは末梢

血幹細胞を提供する場合 

・地震、水害、火災その他の災害又は

交通機関の事故等により出勤すること

が著しく困難であると認められる場合 

・地震、水害、火災その他の災害又は

交通機関の事故等に際して、職員が退

勤途上における身体の危険を回避する

ため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 

7日以内 

・地震、水害、火災その他の災害によ

り職員の現住居が滅失し、又は損壊し

た場合、生活に必要な水、食料等が著

しく不足している場合で、当該職員以

外にはそれらの確保を行うことができ

ない場合 

5日以内 

・自発的に、かつ、報酬を得ないで社

会に貢献する活動を行う場合 

・妻が出産する場合で、出産予定日の

6 週間前の日から当該出産の日後 8 週

間を経過する日までの期間において、

当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子を養育するため勤

務しないことが相当であると認められ

る場合 

・小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員が、その子の看護（負

傷、疾病）を行う場合 

・日常生活を営むのに支障がある者の

介護その他の管理者が定める世話を行

う職員が当該世話を行うため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 
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有 

給 

休 

暇 

 

 

 

 

 

 

 

特別休暇 

連続する 5日間 

・結婚する場合で、結婚式、旅行その

他の結婚に伴い必要と認められる行事

等 

産前 8週間以内 

産後 8週間 

・妊娠中及び出産後を通じて引き続く

16週間以内の期間 

2日以内 

・女性職員が生理のため勤務が著しく

困難である場合 

・職員の妻が出産する場合 

1～7日以内 ・職員の親族が死亡した場合 

1日 2回 

それぞれ 30分以内 

・生後 1 年に達しない子を育てる職員

が、その子の保育のために必要と認め

られる授乳等を行う場合 

1日 ・父母の追悼のための特別な行事 

 

 

 

 

無 

給 

休 

暇 

 

 

介護休暇 

2週間以上 6月以内 

（時間単位で給与

を減額） 

・職員の配偶者、父母、子、配偶者の父

母、同居している祖父母、孫及び兄弟

姉妹を 2 週間以上の期間にわたり介護

する場合 

育児休業 
子が 3歳に達する

まで 

・3歳に満たない自分の子を養育する

ため、その子が 3歳に達するまで育児

休業をすることができる。 

部分休業 

部分休業は 1日を

通じて 2時間内

（時間単位で給与

を減額） 

・小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するため、正規の勤務時間の始

め又は終わりにおいて、託児の態様、

通勤の状況等から必要とされる時間を

30分単位で部分休業することができ

る。 

 

 (3) 年次有給休暇の取得状況（4月 1日～3月 31日） 

区分 令和４年度の平均取得日数 

日勤者 13.3日 
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交替制勤務者 14.5日 

全職員 14.2日 

 

 (4) 介護休暇の取得状況 

区分 介護休暇取得者数 

男性職員 0 人 

女性職員 0 人 

 

 (5) 育児休業の取得状況 

区分 育児休業取得者数 部分休業取得者数 

男性職員 9 人 0 人 

女性職員 1 人 1 人 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 (1) 分限処分 

   分限処分とは、職員の身分保障を前提として、一定の事由によって職員がその職 

務を十分果たすことができない場合のみ、職員の意に反する不利益な身分上の変動

をもたらす処分をいい、公務能率の維持向上を図るための制度です。分限処分に

は、降給、休職、降任及び免職の４種類があります。 

 

分限処分者数 

処分の種類 

処分事由 
降給 休職 降任 免職 合計 

勤務成績が良くない場合 ― ― ― ― 0人 

心身の故障の場合 ― 1 ― ― 1人 

職務に必要な適格性を欠く場合 ― ― ― ― 0人 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 
― ― ― ― 0人 

刑事事件に関し起訴された場合 ― ― ― ― 0人 

合 計 0人 1人 0人 0人 1人 
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 (2) 懲戒処分 

   懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を問うことにより、公務員の

規律を維持することを目的として、任命権者が職員に制裁として科する処分をいい

ます。懲戒処分には、戒告、減給、停職及び免職の４種類があります。 

 

懲戒処分者数 

処分の種類 

処分自由 
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 ― ― ― ― 0人 

職務上の義務に違反し又は職務を 

怠った場合 
― ― ― ― 0人 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行があった場合 
― ― ― ― 0人 

合計 0人 0人 0人 0人 0人 

 

６ 職員の服務の状況 

 (1) 服務の態度に関する実施状況 

   地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）に定められた職員としての義務を周知す

るため、幹部会議や通知文書の掲示により、服務規律の周知徹底を図っています。 

 

 (2) 営利企業等への従事許可の状況 

区分 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の

役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ねるもの 
0 件 

自ら営利を目的とする私企業を営むもの 0 件 

上記を除き、報酬を得て事業又は事務に従事するもの 16 件 

合計 16 件 

 

７ 職員の退職管理の状況 

職員の退職後調査状況（定年退職） 

退職者数 再任用 他官公庁 
一般企業 

再就職 
自営業 無職 

4人 0人 1人 2人 0人 1人 

※ 退職後、最初の４月１日時点の調査状況で記載 
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８ 職員の研修の状況 

   職員研修の概要 

   各種研修に積極的に参加し、職員の意識改革・能力開発に努めた。 

(1)  市町村職員研修 

    全 15コース    42 人 

 

(2)  尾三消防組合職員研修 

人事評価研修（被評価者対象）     26名 

コンプライアンス研修         31名 

接遇研修               120名 

 

(3)  派遣研修 

研修場所及び研修名 受講者 研修日数 研修の目的 

消

防

大

学

校 

幹部科 2人 47日 

消防に関する高度の知識及び技術を

総合的に修得させ、消防の上級幹部

たるに相応しい人材を養成 

査察業務マネジメ

ントコース 
1人 5日 

消防本部の予防業務を主管する係長

以上の者に対し、違反処理を始めと

する査察業務全般をマネジメントす

るために必要な知識及び能力を修得 

警防科 1人 50日 

警防業務に関する高度の知識及び技

術を専門的に修得させ、警防業務の

教育指導者等としての資質を向上さ

せる。 

予防科 1人 52日 

予防業務に関する高度の知識及び技

術を専門的に修得させるとともに、

教育指導者等としての資質を向上さ

せる。 

高度救助・特別高度

救助コース 
1人 11日 

高度救助隊、特別高度救助隊の隊長

等に対し、その業務に必要な知識及

び能力を修得 

新任教官科 1人 13日 

新任の消防学校教育訓練担当職員等

に対し、その職に必要な知識及び能

力を専門的に修得 
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愛

知

県

消

防

学

校 

初任科 12人 115日 

初任教育を修了し、現地に配属後、

直ちに警防隊員として活動できるた

めの知識・技能の習得 

警防科 3人 12日 

災害現場における各級指揮者とし

て、警防業務に係る専門知識と技術

の向上を図り、消防活動などにおい

て、災害の態様に応じて隊員の安全

確保に配慮しつつ、適切・効果的な

消防戦術を指揮するための技能習得 

危険物科 1人 5日 

危険物施設の許認可、規制等に係る

専門知識を習得し、これらの知識を

適切に活用して必要な行政事務を的

確に処理できる知識の習得 

火災調査科 1人 10日 

火災原因調査にかかる専門知識及び

技能を学び、これらを適切に活用し

た火災調査業務の遂行技能を修得 

救急科 4人 37日 

救急医学に関する基礎知識に基づ

き、応急処置時における的確な観察・

判断能力、応急処置に必要な専門的

技能を習得 

救助科 2人 20日 
救助活動に係る最新の専門知識及び

専門的で高度な技能、技術を習得 

水難救助科 1人 10日 

水難救助活動に係る潜水の理論並び

に基本及び溺者救助の習熟、実践的

応用力技能の習得 

上級幹部科 3人 3日 

組織全体を円滑に管理運営するため

の業務管理、人事管理、危機管理に

必要な知見を習得 

はしご自動車等運

用科 
2人 3日 

はしご自動車等の運用を迅速、的確

に実施するための技能、技術を習得 

地震防災科 2人 2日 

南海トラフ地震の発生メカニズムや

被害予測への理解を深めるととも

に、減災に向けた地域の防災力の担

い手に対する研修や指導、防災教育

技能を習得 
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指揮隊科 1人 5日 
指揮隊長として、必要な現場指揮能

力及び技術を習得 

指導救急救命士養成 

研修 
2人 30日 指導的立場の救命士養成研修 

救急救命士養成研修 2人 7ヶ月 

救急救命士法に定める救急救命士免

許の取得のための救急救命士養成研

修 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 共済組合負担金（令和４年度） 

執行額 一人当たりの負担額 

414,801,473 円 1,195,393 円 

 

 (2) 職員共助会（令和４年度） 

掛金 補助金 会員数 

5,241,891 円 2,619,000 円 353 人 

 

 (3) 安全衛生管理（令和４年度） 

  ア 職員健康診断 

項目 

検診の種類 

一般検診 

（人） 

割合 

（%） 

人間ドッグ

（人） 

割合 

（%） 

受診者 74 21.33 273 78.67 

要治療又は精密検査 18  5.19 108 31.12 

D1  9  2.59  44 12.68 

D2  9  2.59  64 18.44 

（備考） D1：治療を要す者 D2：精密検査が必要な者 

・人数を数えるにあたって、同一職員に D1、D2の判定があれば、D2に加算。 

・人数には、出産等により実施できない場合の減数があり、実際の職員数とは異なる 

場合がある。 
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 (4) 公務災害補償制度 

   公務上の災害の防止については、任命権者が常に留意し努力すべきことは当然 

 のことですが、不幸にして公務上の災害（負傷、疾病、傷害又は死亡）や通勤途上

に災害を受けた場合には、災害補償制度が適用されます。 

・公務災害認定件数 

区分 認定件数 

公務による災害 4 件 

通勤による災害 0 件 

 

(5) 勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

  職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう 

要求することができます。 

区分 令和４年度 

措置要求件数 0 件 

 

(6) 不利益処分に関する審査請求の概要と状況 

  職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審査 

 請求をすることができます。 

区分 令和４年度 

審査請求件数 0 件 

 


